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令和元年小野町議会定例会１２月会議 

 

議 事 日 程 （第３号） 

                          令和元年１２月１１日（水曜日）午後１時３０分開議 

日程第 １ 委員長の審査結果報告（各部常任委員会委員長） 

日程第 ２ 委員長の報告に対する質疑 

日程第 ３ 議案第６１号 令和元年度小野町一般会計補正予算（第５号） 

             〔討論、採決、以下日程第７まで同じ〕 

日程第 ４ 議案第６２号 令和元年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議案第６３号 令和元年度小野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第６４号 令和元年度小野町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第６５号 令和元年度小野町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第６６号 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例について 

             〔討論、採決〕 

日程第 ９ 議案第６７号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

             〔討論、採決、以下日程第１３まで同じ〕 

日程第１０ 議案第６８号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に 

             ついて 

日程第１１ 議案第６９号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第７０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等 

             に関する条例について 

日程第１３ 議案第７１号 小野町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 請願・陳情の採択・不採択の決定 

日程第１５ 特別委員会委員長の中間報告 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第１５まで議事日程に同じ 

 （追 加） 

 追加日程第１ 議員提出議案第１０号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

                   〔上程、説明、質疑、討論、採決〕 

 追加日程第２ 議員提出議案第１１号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設及び 

                   処遇の改善を求める意見書 

                   〔上程、説明、質疑、討論、採決〕 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 
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     ３番  竹  川  里  志  君      ４番  宗  像  芳  男  君 

     ５番  田  村  弘  文  君      ６番  籠  田  良  作  君 

     ７番  水  野  正  廣  君      ８番  遠  藤  英  信  君 

     ９番  久  野     峻  君     １０番  佐       登  君 

    １１番  吉  田  康  市  君     １２番  村  上  昭  正  君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────────────────── 
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開議 午後 １時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村上昭正君） ただいまから令和元年小野町議会定例会12月会議、第７日目の会議を開きます。 

  ただいま出席している議員は12名で、定足数に達しており、会議は成立いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（村上昭正君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の審査結果報告 

○議長（村上昭正君） 日程第１、各部常任委員会より付託事件の審査結果の報告を求めます。 

  初めに、予算決算常任委員会の報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

  10番、佐 登委員長。 

〔予算決算常任委員会委員長 佐  登君登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（佐  登君） 予算決算常任委員会における付託事件の審査の結果並びに経過に

ついてご報告申し上げます。 

  令和元年小野町議会定例会12月会議において、予算決算常任委員会に付託された事件は、各部常任委員会付

託事件表のとおりであり、審査の結果と経過につきましては、お手元に配付の委員長報告のとおりであります。 

  以上、申し上げまして、予算決算常任委員会の報告といたします。 

○議長（村上昭正君） 次に、総務文教常任委員会の報告を求めます。 

  総務文教常任委員会委員長。 

  ６番、籠田良作委員長。 

〔総務文教常任委員会委員長 籠田良作君登壇〕 

○総務文教常任委員会委員長（籠田良作君） 令和元年小野町議会定例会12月会議において、総務文教常任委員

会に付託された事件は、各部常任委員会付託事件表のとおりであり、その審査の結果と経過について報告いた

します。 

  議案第66号 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例について、総務課長に出席を求め、議案

の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日に施行されることに伴い、
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新たに導入される会計年度任用職員の給与及び勤務条件等に関し、必要な条件を定めるため条例の制定を行う

ものであります。 

  内容としましては、地方公務員法の一部改正により、特別職の任用及び臨時的任用の厳格化が図られるとと

もに、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化により、会計年度任用職員の制度が導入され、更に

地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員について期末手当の支給も含め給付に関する規定が整備され

たことに伴い、会計年度任用職員の給与及び勤務条件等に関し必要な条例を制定するものであり、令和２年４

月１日から施行するものであります。 

  本案について、現行の臨時職員と新しい会計年度任用職員の給与等の比較に関する質疑がありました。また、

大幅に制度が改正されるため、職員の採用に当たり、給与、勤務条件等の説明、提示に配慮するよう意見があ

りました。 

  議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、総務課長に出席を求め、

議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原稿のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  本案は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が示されたことに伴い、所要の改正を行う

もので、12月に支給する期末手当の支給割合を改めるものであり、公布の日から施行し、令和元年12月１日か

ら適用するものであります。 

  また、令和２年度以降に支給される期末手当の６月及び12月の支給割合をそれぞれ改めるもので、令和２年

４月１日から施行するものであります。 

  次に、議案第68号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て、総務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、議案第67号同様、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が示されたことに伴い、

所要の改正を行うものであります。 

  次に、議案第69号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、総務課長に出席を求め、議案

の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

  本案は、令和元年10月２日付、福島県人事委員会の職員の給与に関する勧告に基づき、所要の改正を行うも

ので、公布の日から施行し、令和元年12月１日から適用するものであります。 

  あわせて、若年層の給料表の水準を引き上げるものであり、公布の日から施行し、平成31年４月１日から適

用するものであります。 

  また、令和２年度以降に支給される期末、勤勉手当の支給割合及び住居手当の支給上限額、通勤手当の支給

限度額を改めるものであり、令和２年４月１日から施行するものであります。 

  加えて、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公

布に伴い、欠格条項について所要の改正を行うもので、法律の施行日とあわせ、令和元年12月14日から施行す

るものであります。 



 

－5－ 

  本案について、成年被後見人等への対応に対して質疑がありました。 

  次に、議案第70号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関

する条例について、総務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、議案第66号同様、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日に施行さ

れることに伴い、新たに会計年度任用職員の制度が導入されること、また、臨時的任用職員及び特別職非常勤

職員の任用が厳格化されたことに伴い、関係する11条例について、所要の改正を行うものであり、令和２年４

月１日から施行するものであります。 

  次に、議案第71号 小野町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について、町民生活課長

に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

  本案は、議案第69号の欠格条項改正と同様、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、所要の

改正を行うもので、法律の施行日とあわせて、令和元年12月14日から施行するものであります。 

  以上が令和元年小野町議会定例会12月会議において、総務文教常任委員会に付託された事件の審査結果及び

経過であります。 

○議長（村上昭正君） 次に、厚生産業常任委員会の報告を求めます。 

  厚生産業常任委員会委員長。 

  ５番、田村弘文委員長。 

〔厚生産業常任委員会委員長 田村弘文君登壇〕 

○厚生産業常任委員会委員長（田村弘文君） 令和元年小野町議会定例会12月会議において、厚生産業常任委員

会に付託された事件は、請願・陳情文書表のとおりであり、その審査の結果と経過について報告いたします。 

  陳情第10号 看護師と介護従事者の特定最賃新設を求める陳情について、健康福祉課長に出席を求め、参考

意見を聴取し審査をいたしました結果、全委員異議なく意見書を提出すべきものと決定いたしました。 

  本陳情について、高齢化が進み、医療や介護の需要が高まることが予測される中、医療、介護の現場では低

賃金、過重労働による人員不足が深刻化しており、働く地域、施設による賃金格差が看護師、介護職の地域偏

在や離職者増につながっていることから、深刻な人員不足を解消するため、看護師及び介護従事者について、

全国を適用対象とした特定最低賃金を新設し、賃金の地域間格差の解消と底上げを図るため、意見書の提出を

求めるものです。 

  委員からは、看護師及び介護従事者の現状並びに処遇に関する質疑や、特定最低賃金新設に加えて、看護、

介護職の処遇改善のため、国の対策を充実させることもあわせて要望すべきではないかとの意見が出されまし

た。 

  以上が令和元年小野町議会定例会12月会議において、厚生産業常任委員会に付託された事件の審査結果及び

経過であります。 
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────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の報告に対する質疑 

○議長（村上昭正君） 日程第２、各部常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  これで各部常任委員会委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６１号～議案第６５号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第３、議案第61号 令和元年度小野町一般会計補正予算（第５号）から日程第７、

議案第65号 令和元年度小野町水道事業会計補正予算（第２号）まで、５議案を一括して議題といたします。 

  これより、討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６１号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  初めに、議案第61号 令和元年度小野町一般会計補正予算（第５号）についてお諮りいたします。本案は原

案のとおり決定することに賛成する議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（村上昭正君） 起立全員であります。 

  したがって、議案第61号 令和元年度小野町一般会計補正予算（第５号）については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６２号～議案第６５号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案第62号 令和元年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）から議

案第65号 令和元年度小野町水道事業会計補正予算（第２号）までの４議案についてお諮りいたします。本案

はそれぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第62号から議案第65号までの４議案については、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６６号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第８、議案第66号 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例について

を議題といたします。 

  これより、討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６６号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  議案第66号 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例についてお諮りいたします。本案は原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第66号については、原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６７号～議案第７１号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第９、議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いてから日程第13、議案第71号 小野町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてまで

５議案を一括して議題といたします。 

  これより、討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６７号～議案第７１号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第71号 小野町印
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鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてまでの５議案についてお諮りいたします。本案

はそれぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第67号から議案第71号までについては、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎請願・陳情の採択、不採択の決定 

○議長（村上昭正君） 日程第14、請願・陳情の採択、不採択の決定を行います。 

  陳情第10号 看護師と介護従事者の特定最賃新設を求める陳情については「採択」とする厚生産業常任委員

会委員長より報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、陳情第10号については採択とすることに決定いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎特別委員会委員長の中間報告 

○議長（村上昭正君） 日程第15、特別委員会に付託中の事件について、会議規則第47条第１項の規定により、

この際、中間報告を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、特別委員会の中間報告を求めることに決定いたしました。 

  初めに、企業対策特別委員会の報告を求めます。 

  企業対策特別委員会委員長。 

  ２番、会田明生委員長。 

〔企業対策特別委員会委員長 会田明生君登壇〕 

○企業対策特別委員会委員長（会田明生君） 令和元年小野町議会定例会12月会議において、企業対策特別委員

会の活動についての報告を申し上げます。 

  初めに、10月17、18日の両日に予定しておりました当委員会の行政調査につきましては、台風19号の被災状

況などから急遽、中止としたところであります。 

  次に、12月９日、村上議長にご同席をいただき、企画政策課長及び副課長出席のもと委員会を開催いたしま

した。 

  企画政策課長よりは、12月５日に開催した合同企業説明会の開催概要、小野高等学校３年生の進路希望状況
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などについて説明を受けたもので、企業説明会については、高校１、２年生を対象に町内企業８社が参加して

開催され、企業、学校、生徒それぞれにとって大変意義のある説明会であったこと、また、本年度の小野高等

学校の就職希望者の内定率もおおむね順調であることなどの報告を受けたものであります。 

  また、12月24日に町が行う企業訪問に合わせ、当委員会でも株式会社アブクマへの企業訪問を行うこととい

たしました。 

  次に、企画政策課退席後、当委員会の総括を含めた協議を行い、委員会としての企業訪問などの不足や、企

業誘致などに関する町への提言策の取りまとめに至らなかったことなど、当委員会の活動における総括を行っ

たところであります。 

  以上が企業対策特別委員会の開催概要でありますが、人口減少対策、地域経済活性化のため、企業誘致と既

存企業の育成、更には新たな企業活動を始める創業者への支援策も非常に重要でありますことから、町執行部

におかれましては、引き続き、これら対策を積極的、効果的に講じることを要望申し上げ、当委員会の活動報

告といたします。 

○議長（村上昭正君） 次に、議会改革特別委員会の報告を求めます。 

  議会改革特別委員会委員長。 

  ３番、竹川里志委員長。 

〔議会改革特別委員会委員長 竹川里志君登壇〕 

○議会改革特別委員会委員長（竹川里志君） 令和元年小野町議会定例会12月会議において、議会改革特別委員

会の活動内容について、中間報告いたします。 

  去る12月10日に議会改革特別委員会を開催いたしました。 

  議会基本条例を制定したことから、会派や議長、副議長を志願する者の所信表明、議長交際費の公表に関す

る詳細な協議を行い、要綱等の案を決定いたしました。今後、制定作業を進めることにいたしました。 

  以上、特別委員会活動の中間報告といたします。 

○議長（村上昭正君） 次に、広報広聴特別委員会の報告を求めます。 

  広報広聴特別委員会委員長。 

  ８番、遠藤英信委員長。 

〔広報広聴特別委員会委員長 遠藤英信君登壇〕 

○広報広聴特別委員会委員長（遠藤英信君） 令和元年小野町議会定例会12月会議において、広報広聴特別委員

会の活動内容について、中間報告をいたします。 

  去る10月７日から８日までの２日間、所管事項の調査のため、読売新聞社と群馬県玉村町議会での視察研修

を実施いたしました。 

  読売新聞東京本社では、見学プログラムに参加し、新聞発行に係るポイントについて研修しました。 

  群馬県玉村町議会は、全国議会広報コンクールで２年連続優秀賞に輝いており、その編集方法やポイントに

ついて視察を行いました。役割分担や記事の提出期限などが詳細に決められており、スムーズな編集ができて

いると感じました。 

  また、町への政策提言を行っており、手法について学んで参りました。 
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  今回の視察研修で学んだことを今後、役立てていきたいと考えています。 

  以上、特別委員会の活動の中間報告といたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎特別委員会委員長の中間報告に対する質疑 

○議長（村上昭正君） 特別委員会委員長の中間報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、委員長報告に対する質疑を終わります。 

  暫時休議といたします。 

  これより、追加議事日程の資料を配付いたします。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 １時５８分 

 

○議長（村上昭正君） ただいま追加議事日程及び議員提出議案第10号から議員提出議案第11号までの議案を配

付いたしましたが、配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） なければ再開いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の上程、説明 

○議長（村上昭正君） 追加日程第１、議員提出議案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について

を議題といたします。 

  本案は、議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  議員提出議案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について、２番、会田明生議員の説明を求め

ます。 

  ２番、会田明生議員。 

〔２番 会田明生君登壇〕 

○２番（会田明生君） 議員提出議案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について、小野町議会会

議規則第14条の規定により、下記のとおり提出する。 
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  令和元年12月11日提出。 

  提出者、会田明生、賛成者、籠田良作、同じく吉田康市、同じく遠藤英信、同じく水野正廣、同じく宗像芳

男の各議員であります。 

  提案理由、過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、４次にわたる特別

措置法の制定により総合的な過疎対策事業が実施され、産業の振興など一定の成果を上げたところである。 

  過疎地域は我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史、文化を有するふるさとの地域であり、都市に対

する食料、水、エネルギーの供給、災害の防止などに多大な貢献をしている。 

  現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和３年３月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たし

ている多面的、公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支

援が重要である。 

  よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望するため、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣ほか、

関係機関の長に意見書を提出する。 

  以上であります。 

  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議員提出議案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の討論 

○議長（村上昭正君） 続いて、討論を行います。 

  議員提出議案第10号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、討論を終わります。 
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────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案の採決を行います。 

  議員提出議案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書についてお諮りいたします。本案は原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議員提出議案第10号については、原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１１号の上程、説明 

○議長（村上昭正君） 追加日程第２、議員提出議案第11号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定

最低賃金の新設及び処遇の改善を求める意見書についてを議題といたします。 

  本案は、議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  議員提出議案第11号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設及び処遇の改善を求

める意見書について、３番、竹川里志議員の説明を求めます。 

  ３番、竹川里志議員。 

〔３番 竹川里志君登壇〕 

○３番（竹川里志君） 議員提出議案第11号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設

及び処遇の改善を求める意見書について、小野町議会会議規則第14条の規定により、下記のとおり提出する。 

  令和元年12月11日提出。 

  提出者、竹川里志、賛成者、田村弘文、同じく佐 登、同じく久野峻、同じく渡邊直忠の各議員であります。 

  提案理由、高齢化が進む中で、医療や介護の需要はますます高まることが予測されている。しかし、医療、

介護の現場では、看護師や介護従事者の過重労働と人員不足が深刻化している。福島県では、2025年度の介護

職員充足率推計が必要数の４分の３に届かない状況である。 

  看護師、介護従事者の賃金底上げなどの処遇の改善で人材を確保し、安全安心の医療、介護体制を築くため、

地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣ほか、各関係機関の長に意見書を提供する。 

  以上であります。 

  議員各位のご賛同をよろしくお願いします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１１号の質疑 
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○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議員提出議案第11号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設及び処遇の改善を求

める意見書について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１１号の討論 

○議長（村上昭正君） 続いて、討論を行います。 

  議員提出議案第11号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１１号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案の採決を行います。 

  議員提出議案第11号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設及び処遇の改善を求

める意見書についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議員提出議案第11号については、原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議の宣告 

○議長（村上昭正君） これで、定例会12月会議に付議された事件は全て終了いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議長挨拶 

○議長（村上昭正君） 定例会12月会議の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本定例会は、令和元年度各会計補正予算、条例の新規制定、一部改正、人事案件など、いずれも重要案件の

審議でありましたが、７日間にわたり熱心なるご審議を賜りまして、全議案議了することができました。 

  また、一般質問におきましては、４名の議員が登壇され、一般行政、教育行政など、町政各般における質問

が行われました。今定例会における各議員のご精励に対しまして、議長として本席より厚く御礼を申し上げる

次第であります。 

  さて、今任期最後の定例会であり、簡単に４年間を振り返りますと、少子高齢化や人口減少の加速化など、

町政を取り巻く環境も非常に厳しい時代でありましたが、町執行部においては、新たな総合計画を策定され、

これに基づく各種施策の着実な推進を進めている段階であり、引き続き町の将来のため、尽力を願うものであ

ります。 

  また、本年度の台風19号を初め、自然災害や痛ましい住宅火災なども発生し、改めて安心安全なまちづくり

への思いを強く感じたところであります。 

  まちづくりへの理解におきましては、議員各位のご理解をいただき、議員懇談会、意見交換会なども数多く

開催でき、議会改革の一定の集大成としての小野町議会基本条例も制定することができました。 

  また、私ごとで恐縮ではありますが、福島県町村議会議長会会長の要職を含め小野町議会議長職を皆様のご

協力により、無事に務めさせていただくことができました。 

  ここに改めて、町執行部、各議員からいただきましたご理解とご協力に対しまして、心より御礼を申し上げ

ます。 

  結びに、来るべき新年が町民の皆様方にとりまして、幸多き年になることを祈念いたしますとともに、ご参

会皆様方におかれましても、ご自愛の上、新しい年を迎えられますことをご祈念申し上げまして、本定例会閉

会の挨拶といたします。 

  ご精励、大変お疲れさまでした。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（村上昭正君） この際、町長から発言があれば、それを許します。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 令和元年小野町議会定例会12月会議の閉会に当たり、一言御礼を申し上げます。 

  本定例議会には、令和元年度各会計補正予算案件５件、条例の制定案件１件、条例の一部改正案件５件、人

事案件２件、計13件の提案を申し上げたところでありますが、議員の皆様には、連日慎重ご審議、まことにあ

りがとうございました。 
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  また、４名の議員の皆様からの一般質問での多岐にわたるご質問やご提案、また、審議の過程でいただきま

した議員各位からのご意見、ご指導に対しましては、趣旨を十分に踏まえ、今後の町政運営に努めて参る所存

であります。 

  令和元年も残すところ、あとわずかとなりましたが、これからも引き続き「笑顔とがんばりの町」のキャッ

チフレーズのもと、総合計画の将来像「人も自然も元気 みんなの笑顔が かがやくまち」実現に向け、事業

遂行に邁進して参りますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  結びに、議員各位におかれましては、町政進展のため、多大なるご協力とご尽力をいただきましたことにつ

いて、厚く御礼を申し上げるとともに、４年間にわたるご精励に対し、改めて敬意を表します。 

  また、年の瀬に入り、何かと気ぜわしく、また、寒さも一段と厳しくなる季節となりますので、お体にご留

意の上、皆様全員がご健勝で新年を迎えられ、更にご活躍されますことをご祈念申し上げ、閉会に当たっての

御礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（村上昭正君） 本日の会議は、これをもって散会といたします。 

 

散会 午後 ２時１３分 

 


